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    三 重 県 企 業 庁 資 金 運 用 方 針 

 

 

第一 趣 旨 

    この方針は、三重県企業庁の資金の確実かつ効率的な運用を図るため、その運用及

び管理にかかる基本方針等について、地方自治法及び地方公営企業法に定めるものの

ほか、必要な事項を定める。 

 

 

第二 資金運用方針の対象資金 

    三重県企業庁資金運用方針の対象となる資金は、三重県企業庁の業務に係る現金と

する。 

   

                                                                               

第三 資金運用の基本方針 

  第一に、資金全体の元本確保に努めなければならない。 

    第二に、支払準備金等に支障のないよう流動性の確保に努めなければならない。 

    第三に、効率性の追求に努めなければならない。 

 

 

第四 資金収支計画等の策定 

    (1) 資金収支を正確に把握するため、原則として、毎月及び毎年度、現金資金収支

計画を策定するものとする。 

  なお、毎月の現金資金収支計画とは、出納検査提出書類の資金総括表を指し、

毎年度の同計画は、企業庁が保有する全流動資金残高の年間推移表を基に策定す

るものとする。 

(2) 現金資金収支予定額に大きな変更があった場合等においては、必要に応じ、当

該資金収支計画を見直すものとする。 

 

 

第五 資金運用方法の基本原則 

現金の運用及び管理に当たっては、元本の安全性、流動性の確保に努めなければな

らない。 

    (1) 当座貸越及び当座借越相当額の預金 
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        当座借越契約は、支払準備金の安定的な確保を図るため、出納取扱金融機関と

行うものとし、当座借越相当額の預金については、現金の資金調達コストの縮減

を図るため当座借越契約額と同額を出納取扱金融機関に預託することができる。 

    (2) 一時借入金 

        一時借入金契約は、支払準備金の安定的な確保を図るため、出納取扱金融機関

その他の金融機関と行うものとする。 

(3) 当座借越相当額の預金以外の短期運用資金（１年以下の運用） 

        当座借越相当額の預金以外で資金余剰となることが見込まれる場合には、第七

に定めるペイオフ対策を講じたうえ、預金又は債券により運用するものとする。 

    (4) 中長期運用資金（１年を超える運用） 

当座借越相当額の預金以外で中長期運用する資金は、第七に定めるペイオフ対

策を講じたうえ、預金又は債券により運用するものとする。 

            

 

第六 債券運用（１年を越える中長期運用）の基本原則 

    １ 中長期運用計画書の策定 

  中長期運用をするに当たっては、運用する債券の種別、上限額及び期間等を明

記した中期的視点に立った運用計画書(以下「中長期運用計画書」という。)を策

定しなければならない。 

その際には、資金の流動性に支障のないように十分に留意するものとする。 

なお、現金資金収支計画又は市場金利等の動向に大きな変化があった場合等に

おいては、必要に応じ、当該中長期運用計画書を見直すものとする。 

 

  ２ 債券購入時期の分散 

    債券購入に当たっては、金利変動リスク回避のため、購入時期を分散しなけれ

ばならない。 

 

  ３ 債券発行元の分散 

    債券により運用する場合は、原則として債券の発行元の分散に努めるものとす

る。 

 

 

第七 リ ス ク 管 理 の基本原則 

１ 資金の保全方法 
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(1)預金は、「三重県」としての預金が県債等借入金との相殺により保全できる

よう、県出納局と協議・調整の上、相殺可能な範囲内で預託を行う。 

(2)国債等の債券運用を行う。 

(3)一部の資金については、決済用預金を活用する。 

 

２ 運用対象とする金融商品 

資金運用の対象とする金融商品は、以下のとおりとする。 

(1)当座預金 

(2)別段預金 

(3)決済用普通預金 

(4)普通預金 

(5)通知預金 

(6)定期預金 

(7)譲渡性預金 

(8)国債 

(9)政府保証債 

(10)地方債 

(11)地方公共団体金融機構債 

(12)財投機関債 

(13)金融債 

(14)社債（電力債、ＮＴＴファイナンス社債、銀行社債等） 

    ただし、(12)から(14)については、発行体又は当該債券が、金融庁登録の 

  いずれかの信用格付業者（関係法人として指定されているものも含む）から、

  シングルＡ格相当以上の格付を取得しているものに限る。 

 

    ３ 金融商品の運用期間 

  (1) ２(1)から(7)に掲げる金融商品 

５年以下の期間で運用するものとする。 

(2) ２(8)から(11)に掲げる金融商品 

     ２０年以下の期間で運用するものとする。 

      (3) ２(12)から(14)に掲げる金融商品 

    ２年以下の期間で運用するものとする。 
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４ 金融商品の満期保有 

満期設定のある金融商品は、原則、その満期到来日まで保有するものとする。 

ただし、流動性の確保等やむを得ない場合には、満期日前での解約又は売却を

行うことができる。 

 

    ５ 取引先金融機関の経営状況把握 

取引先金融機関への預託にあたっては、預金の状況、自己資本比率、金融再生

法開示債権比率（又はリスク管理債権比率）及び格付け等により、積極的に金融

機関の経営状況把握に努めるものとする。 

 

  ６ 保有債券発行元の状況把握 

    保有債券の運用状況管理の一環として、債券保有期間中、保有債券発行元の状

況について情報収集に努めるものとする。 

 

   

第八 ポートフォリオ管理の基本原則 

    ポートフォリオ管理（資金運用に係る金融商品等の組合せの管理）は、次の基本原

則の範囲内で行うこととし、市場金利等の動向に留意し、適正なポートフォリオの構

築に努めるものとする。 

 なお、短期運用資金は、原則、１年未満の期間で運用するものとする。 

 

   １ 運用商品別のシェア 

     (1) 第７ ２(1)～(7)に掲げる商品 １００％以下 

(2) 第７ ２(8)～(14)に掲げる商品 ５０％以下 

 

２ 運用期間別のシェア 

     (1) １年未満                １００％以下 

    (2) １年超                  ５０％以下 

   

 

第九 運用結果の公表 

  毎年度の資金運用結果は、決算書並添付書類の収益費用明細書において、預金利息、

有価証券利息に分けて、記載するものとする。 
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第十 資金運用方針の見直し 

   この運用方針の内容について、必要があると認めるときはこれを見直すものとする。 

 

 

第十一 その他 

  三重県企業庁運用方針に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

附則 

   この三重県企業庁運用方針は、平成１４年４月１日から施行する。 

附則 

   この三重県企業庁運用方針は、平成１７年４月１日から施行する。 

附則 

   この三重県企業庁運用方針は、平成２９年４月１日から施行する。 

附則 

   この三重県企業庁運用方針は、令和２年４月１日から施行する。 

 


